
指定認知症対応型（予防）共同生活介護事業所 

やすらぎホーム富沢 重要事項説明書 

 

令和 8年 6月 1日現在 

 

１. 当事業所が提供する認知症対応型共同生活介護についての相談窓口 

医療法人 仙台医療福祉会「やすらぎホーム富沢」 

電話 022-307-5317（受付時間 午前 8時 30分 〜午後 5時 30分） 

 

２. 医療法人 仙台医療福祉会「やすらぎホーム富沢」の概要 

（１）事業の目的 

本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境

のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活のなかでの心身の機能訓

練を行うことにより、安心と、尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ、可

能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。 

 

（２）運営の方針 

① 事業所において提供する認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚

生省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める

とともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービ

スを提供する。 

③ 利用者及び家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。 

④ 当事業所に置ける基本理念のもと、本人・家族と医師の診断（医学的に回復の見込み

がないと判断したとき）の看取りを希望される場合は、医療機関の連携をはかり、ケ

アに携わる他職種協力体制のもとで、利用者・家族の支援を最期の時点まで行う。看

取りに関するグループホームサービス計画書を作成し、適宜本人・家族への説明を行

い、サービスを提供する。 

※（予防）適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

⑤ 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

⑥ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

 

（３）提供できるサービスの種類 

① 食事・排泄・入浴等の介助 

② 洗濯・居室の整備等の生活介護 

③ 健康管理・服薬管理 

④ レクリエーション 

⑤ 相談・援助 



（４）サービスの内容 

① 居室               全室個室 

② 食事        朝食  午前７時 30分〜午前８時 30分 

           昼食  正午〜午後１時 

           夕食  午後６時〜午後７時  

③ 入浴          最低でも 2回/週（体調による） 

④ 健康管理      バイタルチェックを行い、異常がある場合には主治医もしくは 

           協力医療機関にて診察し対処します。 

⑤ レクリエーション  毎月予定を立てて実施します。大きな行事などは、ユニット合  

 同で行います。 

 

（５）サービスの対象 

  要介護者で認知症の状態にあり、共同生活住居での共同生活ができる方。 

 

（６）事業所の職員体制・職務内容  

【壱番館ユニット】 

区分 資格 人員 兼務 

管理者 介護福祉士 １名 １名 ※１ 

計画作成担当者 介護支援専門員 １名 １名 ※４ 

看護責任者 看護師 １名 １名 ※２ 

介護職員 介護福祉士・介護職員初任者研修修了者他 ６名以上 １名 

計  ９名以上  

【弍番館ユニット】 

区分 資格 人員 兼務 

管理者 介護福祉士 １名 １名 ※１ 

計画作成担当者 介護福祉士 １名 １名 ※３ 

看護責任者 看護師 １名 １名 ※２ 

介護職員 介護福祉士・介護職員初任者研修修了者他 ６名以上 １名 

計  ９名以上  

【参番館ユニット】 

区分 資格 人員 兼務 

管理者 介護福祉士 １名 １名 ※１ 

計画作成担当者 介護支援専門員 １名 １名 ※４ 

看護責任者 看護師 １名 １名 ※２ 

介護職員 介護福祉士・介護職員初任者研修修了者他 ６名以上 １名 

計  ９名以上  

※１ 壱番館・弍番館・参番館の管理者を兼務。 

※２ 壱番館・弍番館・参番館の看護責任者を兼務。 

※３ 弐番館計画作成担当者は弐番館の介護職と兼務。 



※４ 壱番館・参番館計画作成担当者は介護職と兼務。 

上記に定める当事業所従業者の職務内容は次の通りとする。 

① 管理者は、業務の管理及び従業者等の管理を一元的に行う。 

② 計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成するとともに、  

連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院との連携調整を行う。       

③ 看護責任者は、利用者の健康管理及び服薬管理と関係医療機関との連携を図る。 

④ 介護職員は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。 

 

（７）職員の勤務体制  

勤務体制 勤務時間 人数 

早番 7：30〜16：30 各１名 

日勤 8：30〜17：30 各１名 

遅番 11：00〜20：00 各１名 

当直 16：30〜翌 9：30 各１名 

 

（８）事業所設備の概要 

【壱番館】 

定 員 ９名 居 間 １室 

居 室 個室 ９室 台 所 １室 

浴 室 １室 脱衣所 １室 

食 堂 １室 事務所 共同 １室 

【弍番館】 

定 員 ９名 居 間 １室 

居 室 個室 ９室 台 所 １室 

浴 室 １室 脱衣所 １室 

食 堂 １室 事務所 共同 １室 

【弍番館】 

定 員 ９名 居 間 １室 

居 室 個室 ９室 台 所 １室 

浴 室 １室 脱衣所 １室 

食 堂 １室 事務所 共同 １室 

※１ユニット（定員９名）×２ユニット＝定員 27名 

 

（９）協力医療機関 

  医療法人 仙台医療福祉会 仙台富沢病院 

  〒982－0037  

  仙台市太白区富沢西 4丁目１３－２ 

  TEL022（307）3375 

 



  〒980-0802 

  仙台デンタルクリニック 

  仙台市青葉区二日町 7－28 エーブルスペースビル２階 

  TEL022（398）3422 

 

３. 利用料金 

（１）基本料金 

 ※グループホーム利用料（一日あたり） 

区分 単位数 １割負担の方 2割負担の方 3割負担の方 

要支援２ 749単位 769円 1,538円 2,307円 

要介護１ 753単位 773円 1,546円 2,319円 

要介護２ 788単位 809円 1,618円 2,427円 

要介護３ 812単位 833円 1,667円 2,501円 

要介護４ 828単位 850円 1,700円 2,550円 

要介護５ 845単位 867円 1,735円 2,603円 

当施設は介護保険制度上の地域加算区分６級地に属しており、一部負担金は、 

１，０２７／１，０００となります。 

〇初期加算         ：１日あたり３０単位（入居後３０日に限る） 

〇医療連携体制加算Ⅰイ   ：１日あたり５７単位  

〇医療連携体制加算Ⅱ    ：１日あたり５単位    ※要介護のみ 

〇サービス提供体制強化加算Ⅲ：１日あたり６単位 

〇生産性向上推進体制加算Ⅱ ：１月あたり１０単位 

〇介護職員処遇改善加算Ⅱロ ：所定単位数×加算率２２．９％ 

〇利用者の入院期間中の体制 ：１日あたり２４６単位（１月に６日を限度とする） 

※利用者が認定申請中または介護保険料滞納により償還払い（一旦、施設が１０割支払う方

式）となる場合があります。 

 

●食事材料費  ：１日あたり１，２３６円（１食あたり４１２円） 

●居室料    ：１日あたり１，５７０円 

●光熱水費   ：１日あたり７５０円 

●寝具レンタル代：１日あたり５０円 

※１外泊、入院時であってもその間の居室料は発生致します。 

※２寝具レンタルはお申し込みがあった場合のみ発生致します。 

 

（２）その他 

  行事参加費、理美容代、オムツ代、病院の診察代、お薬代などは別途料金が掛かります。 

 

 



４. サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

  相談窓口で受け付け、グループホームサービス計画書作成と同時に契約を結びサービス

の提供を開始致します。 

※居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

（２）サービスの終了 

  ① ご利用者のご都合で終了する場合 

    サービスの終了を希望する３週間前までのお申し出ください。 

  ② 事業所の都合で終了する場合 

    人員不足でやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がご

ざいます。その場合は１か月前までに文書で通知致します。 

    ③ 次の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了致します。 

○ 利用者が当事業所を退居されたとき 

○ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護区分が要支援１又は非該当

（自立）と認定された場合 

○ 利用者が亡くなられた場合 

  ④ その他 

    当事業所が正当な理由なく介護サービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

利用者やご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当法人が破産

した場合、利用者は文書で通知することによって即座にサービスを終了することがで

きます。 

 

５. 緊急時の対応方法 

（１）事業所は、利用者が病気または怪我等により検査、治療が必要となった場合は利用者

の主治医または協力医療機関において必要な治療等が受けられるよう支援します。 

 

（２）事業者は、利用者に健康上の急変があった場合は適切な医療機関との連絡を取り、救

急治療あるいは緊急入院が受けられるように致します。 

 

（３）事業者は、サービス供給体制の確保並びに夜間に置ける緊急時の対応の為に、記載の

医療機関と連携を取っていきます。 

 

６. サービス内容に関する苦情 

 

（１）ご利用者からの相談・苦情は 

医療法人 仙台医療福祉会「やすらぎホーム富沢」までお願い致します。 

電話：022－307－5317 

苦情受付担当者    下山 幸 

苦情解決責任者    下山 幸 



（２）その他 

当事業所以外に相談・苦情窓口等に苦情を伝えることもできます。 

○ 太白区区役所 介護保険課         022－247－1111（代） 

○ 宮城県国民健康保険団体連合会       022－222－7700 

○ 宮城県社会福祉協議会 運営適正化委員会  022－716－9674 

 

７. 非常災害対策 

（１）非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理

者は日常的に具体的な対処法、避難経路及び協力医療機関等との連携方法を確認し、

災害時には避難等の指揮をとる。 

 

（２）非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り避難訓練を行う。 

 

８. 事故発生時の対応 

サービス提供時に事故が発生した場合には、速やかに主治医・協力医療機関へ連絡し応急

処置を行うとともに利用者の家族に連絡をします。併せて市町村・介護予防支援事業所（地

域包括支援センター）に報告します。尚、事故発生時に関わる対応の流れにつきましては

別紙参照願います。 

 

９．第三者評価委員会の実施状況 

  当事業所は、第三者評価機関による評価を実施しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療法人 仙台医療福祉会「やすらぎホーム富沢」サービス提供開始にあたり、利用者に対



して契約書及び本書面について重要な事項を説明致しました。 

 

令和   年   月   日 

 

事業者 

 

所在地    宮城県仙台市太白区富沢西４丁目 13-2 

 

名称     医療法人 仙台医療福祉会 

 

       「やすらぎホーム富沢」 

 

事業所番号  ０４７５４０１０１４ 

 

 

説明者    氏名                           印 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から医療法人 仙台医療福祉会「やすらぎホーム富

沢」についての重要事項の説明を受けました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

ご利用者様  住所                             

 

 

       氏名                            印 

 

 

ご家族様   住所                             

 

 

       氏名                            印 


